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世羅町用途地域の見直しについて 

１．はじめに 

本町では、平成２年２月 13 日に世羅甲山都市計画区域を決定しました。その後、土地

利用に計画性を与え、適正な制限のもとに土地利用の合理的な利用を図ることを目的とし

て、平成８年４月１日に用途地域を設定し、土地利用の秩序を図り、計画的な市街地の形

成に努めています。 

 

また、本町の都市計画の方針としては、令和２年３月に「世羅町都市計画マスタープラ

ン」を改訂、令和７年３月には「世羅町立地適正化計画」を策定し、都市の将来像を実現

するためのまちづくりの方針や施策について定めました。このうち「立地適正化計画」で

は、人口減少や自然災害を踏まえ、中心部に集積する都市機能を維持し、町民が安心して

暮らし続けることができるまちの実現を目的としており、都市機能と居住の誘導を図るた

め、都市機能誘導区域、居住誘導区域を設定しました。 

 

用途地域については、決定から 29 年経過しており、決定当時から土地の利用にも変化

がみられることから、この度、都市計画の方針との整合を図り、土地の利用実態を踏まえ

た見直しを行います。 
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２．都市計画の概要 

（1） 都市計画とは 

「都市計画」は、都市の健全な発展と秩序ある都市整備を図るための、土地利用や、道

路公園などの都市施設の整備及び市街地開発事業に関することを定めるものです。この都

市計画の対象であり、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域を「都市計画区域」

といいます。 

都市計画区域は、人口・産業が集中し都市が既に形成されていたり、計画的に新たな都

市を開発・保全する必要がある地域に設定されます。 
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（2） 用途地域とは 

用途地域とは、「住居」「商業」「工業」など市街地の大枠としての土地利用を定めるも

ので、13 種類あります。用途地域が指定されると、用途地域ごとに建築基準法で定めら

れた建築物の用途や形態についての制限が生じます。これによって、都市における住環境

の保護や、商業などの利便の増進など、土地利用に応じた環境の確保が図られるようにな

っています。世羅町では７種類の用途地域を設定しています。 

 

 

※ ×の用途地域は、世羅町にはありません 
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（参考）用途地域による建築物の用途制限
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（参考）用途地域別 その他の制限 

建蔽率・容積率（敷地に対して建てられる建物のボリューム）、高さ制限 

  

  

用途地域 建蔽率 

容積率 道路斜線制限 隣地斜線制限 

規定値 
前面道路幅員 12ｍ

未満の場合の低減 
適用距離 勾配 立上 勾配 

第一種住居地域 

60％ 200％ 
{ 前面道路幅員(m)

×40 } ％ 

20 

1.25 20 1.25 第二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

80％ 200％ 

{ 前面道路幅員(m)

×60 }% 
1.50 31 2.50 

80％ 300％ 

商業地域 80％ 300％ 

準工業地域 

60％ 200％ 

工業地域 

用途地域の指定のない区域 70％ 400％ 
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日影規制 

住居系用途地域において、日照を確保するため、条例により建物が隣地に落とす日影の時

間を制限します。 

 

日影規制 

対象区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 

制限を受ける建

築物 

高さが 10ｍを超える建築物 

平均地盤面 

からの高さ 

4ｍ 

日影を生じさせ

てはならない範

囲と時間 

隣地境界から水平距離が10ｍ以内：5時間以上（道路内は4時間以上） 

隣地境界から水平距離が10ｍ超え：3時間以上（道路内は2.5 時間以上） 

 


